
放射性同位元素に係る条例対象範囲 
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【対象範囲】 

① 放射性同位元素等規制法に基づく許可・届出使用者、届出販売事業者・賃貸業者、許可廃棄業者を対象と

します。 

②放射線障害のおそれが（極めて）低く、放射線取扱主任者の選任を要しない表示付（特定）認証機器等は対

象外とします。 

③放射性同位元素を装着していない放射線発生装置は、放射性同位元素を有さないことから、対象外とします。 

 

許可 

（密封：下限数量の 1000 倍を超えるもの） 

（非密封：下限数量を超えるもの） 

・非密封放射性同位元素 

・非破壊検査装置等 

・ガンマナイフ 
 

届出 
（密封された放射性同位元素であって、下限数量の 1000 倍 

以下までのものを使用） 

・レベル計 

・密度計等 

許可廃棄業者 

使用者 

 

認証機器等 
（放射線取扱主任者の設置を必要としないもの） 

表示付認証機器 

（リスク等の使用実態に応じて、国の認証を受けたもの。 

放射線取扱主任者の設置が不要。） 

・ガスクロマトグラフ用 ECD 

・校正用線源等 

表示付特定認証機器 
（リスク等の使用実態に応じて、国の認証を受け、放射線障害の

おそれの極めて少ない装備機器。許可・届出、放射線取扱主任

者の設置が不要。） 

・煙感知器 

・放電管等 

放射線発生装置 
  ・サイクロトロン  ・シンクロトロン 

  ・ベータトロン   ・直線加速装置等 
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届出販売業者・賃貸業者 
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